
特別徴収税額通知受取方法変更届出書

◎変更があった場合はすみやかに提出してください。

≪注意事項≫
1 当初書面で総括表及び給与支払報告書を提出された場合は年度途中で電子データでの受取に変更はできません。
2 変更については現年度のみ適用となります。新年度は引き継がないためご注意ください。
3 変更届が受理されて次の変更通知から適用されます。遡っての変更はできません。
4 届出者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場合には本店または主たる事業所の所在地、名称、代表者氏名及び

法人番号を記入してください。
5 当初の税額通知の受取方法を変更したい場合は、変更届を3月末日(必着)までにご提出ください。
6 書面と電子データ両方の受取はできません。
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